
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡＶソース機器より与えられる映像信号及び音声信号のうち少なくとも１つの信号とな
るＡＶデータを第１無線信号として送信する第１通信部と、前記ＡＶソース機器を制御す
るための制御信号である第２無線信号を受信する第２通信部と、前記第２通信部で受信さ
れた前記第２無線信号より前記ＡＶソース機器への制御信号の確認を行うとともに装置全
体の制御を行う制御部と、該制御部で確認された制御信号に基づいて赤外線信号を生成し
て送信する発光部と、を有し、前記発光部が複数の前記ＡＶソース機器それぞれに対して
赤外線信号を照射可能であるＡＶデータ送信装置において、
　前記第１通信部に与えるＡＶデータとして、前記複数のＡＶソース機器から与えられる
複数のＡＶデータから１つを選択するとき、ＡＶデータの入力選択が

機器の再生動作を自動的に停止させるための赤外線信号を、前記発光部から送信するこ
とを特徴とするＡＶデータ送信装置。
【請求項２】
　前記発光部が複数の赤外線発光素子を略円錐状に配置して構成されることを特徴とする
請求項１に記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項３】
　前記発光部が複数の前記ＡＶソース機器に対して赤外線信号が照射可能となるように、
前記発光部を複数備えることを特徴とする請求項１に記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項４】
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解除されたＡＶソー
ス



　複数の前記ＡＶソース機器それぞれに対して赤外線信号を照射するように、照射する前
記ＡＶソース機器と同数の前記発光部を備え、前記各発光部が単一のＡＶソース機器にの
み赤外線信号の照射が可能であることを特徴とする請求項３に記載のＡＶデータ送信装置
。
【請求項５】
　複数の前記ＡＶソース機器の内の前記ＡＶデータを送信するように設定される入力機器
となるＡＶソース機器に対応した前記発光部のみを発光させることを特徴とする請求項４
に記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項６】
　前記発光部が、
　前記ＡＶソース機器における赤外線信号を受信する受光部に対して赤外線信号を照射す
る赤外線発光素子と、
　該赤外線発光素子から前記受光部への方向以外の赤外線の照射を防ぐための遮蔽部と、
　を有することを特徴とする請求項４又は請求項５に記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項７】
　前記遮蔽部の一部に外部からの赤外線信号が透過可能な赤外線通過可能領域を設けると
ともに、該赤外線透過可能領域を通じて外部からの赤外線信号を前記ＡＶソース機器の受
光部に照射可能としたことを特徴とする請求項６に記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項８】
　前記赤外線通過可能領域が、前記遮蔽部を貫通させた領域であることを特徴とする請求
項７に記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項９】
　複数の前記発光部のうち、赤外線信号の送信動作を行う発光部を選択するとともに、前
記制御部で確認された制御信号を選択した発光部に与える発光部切換部を有することを特
徴とする請求項３～請求項８のいずれかに記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項１０】
　前記複数のＡＶソース機器から与えられる複数のＡＶデータから１つを選択し、前記第
１通信部に与える入力切換部を有することを特徴とする請求項１～請求項９のいずれかに
記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項１１】
　前記複数のＡＶソース機器から与えられる複数のＡＶデータから１つを選択する外部の
入力切換装置に対して、前記第１通信部に与えるＡＶデータを選択するための入力切換用
の制御信号を前記入力切換装置に前記制御部から送出することを特徴とする請求項１～請
求項９のいずれかに記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項１２】
　前記ＡＶソース機器の電源のＯＮ／ＯＦＦを、前記ＡＶソース機器へ電力供給を行うＡ
Ｃ電源の切り換えによって行うことを特徴とする請求項１～請求項１１のいずれかに記載
のＡＶデータ送信装置。
【請求項１３】
　ＡＶデータの入力選択が成されたＡＶソース機器の再生動作を自動的に開始させるため
の赤外線信号を、前記発光部から送信することを特徴とする請求項１～請求項１２のいず
れかに記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項１４】
　前記ＡＶソース機器の入力選択に連動して、該入力選択が解除された前記ＡＶソース機
器の再生の停止を行うための機能、又は、該入力選択が成された前記ＡＶソース機器の再
生の再開を行うための機能を、有効とするか無効とするか選択可能であることを特徴とす
る請求項１～請求項１３のいずれかに記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項１５】
　前記ＡＶソース機器の入力選択に連動して、該入力選択が解除された前記ＡＶソース機
器の電源を自動的にＯＦＦするための機能、又は、該入力選択が成された前記ＡＶソース
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機器の自動的にＯＮするための機能を、有効とするか無効とするか選択可能であることを
特徴とする請求項１～請求項１３のいずれかに記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項１６】
　前記ＡＶソース機器のＡＶデータの入力選択が解除されてから、所定時間後に、前記Ａ
Ｖソース機器の電源が自動的にＯＦＦされるように制御することを特徴とする請求項１～
請求項１５のいずれかに記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項１７】
　複数の前記ＡＶソース機器の内の前記ＡＶデータを送信するように設定される入力機器
となるＡＶソース機器に対応した前記赤外線信号のみを前記発光部が送信することを特徴
とする請求項１～請求項１６のいずれかに記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項１８】
　前記第２通信部で受信した第２無線信号より確認される制御信号が無効な信号であると
き、無効であることを示すためのエラー信号を生成し、前記第２通信部から送信すること
を特徴とする請求項１～請求項１７のいずれかに記載のＡＶデータ送信装置。
【請求項１９】
　請求項１～請求項１８のいずれかに記載のＡＶデータ送信装置と、
　該ＡＶデータ送信装置に前記ＡＶデータを送信する複数の前記ＡＶソース機器と、
　 ＡＶデータ受信装
置と、
　該ＡＶデータ受信装置で受信された前記第１無線信号より得られたＡＶデータに基づい
て映像又は音声の再生を行う再生装置と、
　を有することを特徴とする無線通信システム。
【請求項２０】
　請求項１～請求項１７のいずれかに記載のＡＶデータ送信装置
　
　

　

　
　
　 から送信される前記第１無線信号を受信するとともに、受信し
た前記第１無線信号より得られるＡＶデータを該ＡＶデータを再生する再生装置に送信す
る第３通信部と、
　外部より与えられる前記ＡＶソース機器を制御するための制御信号を確認するとともに
装置全体の制御を行う制御部と、
　前記制御部で確認された制御信号に基づいて、前記第２無線信号を生成して前記ＡＶデ
ータ送信装置に送信する第４通信部と、
　を有することを特徴とする 。
【請求項２１】
　請求項１８に記載のＡＶデータ送信装置
　
　

　

　
　
　 から送信される前記第１無線信号を受信するとともに、受信し
た前記第１無線信号より得られるＡＶデータを該ＡＶデータを再生する再生装置に送信す
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前記ＡＶデータ送信装置から送信される前記第１無線信号を受信する

と、
該ＡＶデータ送信装置に前記ＡＶデータを送信する複数の前記ＡＶソース機器と、
前記ＡＶデータ送信装置から送信される前記第１無線信号を受信するＡＶデータ受信装

置と、
該ＡＶデータ受信装置で受信された前記第１無線信号より得られたＡＶデータに基づい

て映像又は音声の再生を行う再生装置と、
を有し、
前記ＡＶデータ受信装置が、
前記ＡＶデータ送信装置

無線通信システム

と、
該ＡＶデータ送信装置に前記ＡＶデータを送信する複数の前記ＡＶソース機器と、
前記ＡＶデータ送信装置から送信される前記第１無線信号を受信するＡＶデータ受信装

置と、
該ＡＶデータ受信装置で受信された前記第１無線信号より得られたＡＶデータに基づい

て映像又は音声の再生を行う再生装置と、
を有し、
前記ＡＶデータ受信装置が、
前記ＡＶデータ送信装置



る第３通信部と、
　外部より与えられる前記ＡＶソース機器を制御するための制御信号を確認するとともに
装置全体の制御を行う制御部と、
　前記制御部で確認された制御信号に基づいて、前記第２無線信号を生成して前記ＡＶデ
ータ送信装置に送信するとともに、前記ＡＶデータ送信装置から送信されるエラー信号を
受信する第４通信部と、
　を有し、
　前記第４通信部でエラー信号を受信したとき、該エラー信号が前記制御部で確認され、
エラーであることを示す出力を行うことを特徴とする 。
【請求項２２】
　
　前記エラー信号を受信したときに、エラーであることを示す出力を行うエラー出力部を
備えることを特徴とする に記載の 。
【請求項２３】
　前記エラー出力部から音声が出力されて、エラーが示されることを特徴とする

に記載の 。
【請求項２４】
　
　前記エラー信号を受信したときに、エラーであることを示す出力を行うように、前記再
生装置に該エラー信号を送出することを特徴とする のいずれかに
記載の
【請求項２５】
　
　前記エラー信号を受信したときに、エラーであることを示す出力が画像又は音声で行わ
れるように、前記第３通信部を通じて前記再生装置に該エラー信号を送出することを特徴
とする に記載の
【請求項２６】
　
　前記ＡＶソース機器を制御するための制御信号が、赤外線信号として外部より与えられ
、該赤外線信号を受信して前記制御部に前記制御信号を送出する受光部を有することを特
徴とする のいずれかに記載の 。
【請求項２７】
　
　前記ＡＶソース機器を制御するための制御信号が前記再生装置より与えられ、前記制御
部に送出されることを特徴とする のいずれかに記載の

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、チューナ、ビデオ、ＤＶＤなどのＡＶソース機器からディスプレイなどの再生
装置に対して送信するＡＶデータの送受信を行うとともに、ＡＶソース機器を制御するた
めの制御信号の送受信を行う無線通信システム及びＡＶデータ送信装置及びＡＶデータ受
信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、有線接続の煩雑さと無線技術の発達により、チューナ、ビデオ、ＤＶＤなどのＡＶ
ソース機器からディスプレイなどの再生装置に対してＡＶデータを送信して、再生装置に
おいて映像や音声を再生するようなＡＶデータ用の無線通信システムが提供されている。
このような無線通信システムを用いた送受信装置が、特開平９－７４４９８号公報や特開
２０００－２５１４５６号公報などで提供されている。
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無線通信システム

前記ＡＶデータ受信装置が、

請求項２１ 無線通信システム

請求項２
２ 無線通信システム

前記ＡＶデータ受信装置が、

請求項２１～請求項２３
無線通信システム。

前記ＡＶデータ受信装置が、

請求項２４ 無線通信システム。

前記ＡＶデータ受信装置が、

請求項２０～請求項２５ 無線通信システム

前記ＡＶデータ受信装置において、

請求項２０～請求項２５ 無線通信シ
ステム



【０００３】
この従来の無線通信システムは、図２９のような構成になる。即ち、再生装置となるディ
スプレイ１の映像信号入力端子及び音声信号入力端子に接続されたケーブル１１が、ＡＶ
データ受信装置３０３の映像信号出力端子及び音声信号出力端子に接続される。このＡＶ
データ受信装置３０３は、リモートコントローラ（以下、「リモコン」と呼ぶ）２からの
赤外線信号を受信するための受光部３１と、ＡＶデータを受信するとともに制御信号を送
信するためのアンテナ３２とを備える。
【０００４】
又、アンテナ４１でＡＶデータ受信装置３０３と信号の送受信を行うＡＶデータ送信装置
３０４が、ＡＶソース機器５に対して制御信号となる赤外線信号を送信するための発光部
４２ｘを備える。又、ＡＶデータ送信装置３０４の発光部４２ｘからの赤外線信号を受信
する受光部５１を有するＡＶソース機器５の映像信号出力端子及び音声信号出力端子に接
続されたケーブル５２が、ＡＶソース送信装置３０４の映像信号入力端子及び音声信号入
力端子に接続される。
【０００５】
この図２９のような無線通信システムにおいて、ユーザーがリモコン２を操作してＡＶソ
ース機器５の各種動作を指示したとき、リモコン２から送信される制御信号となる赤外線
信号がＡＶデータ受信装置３０３の受光部３１で受信される。そして、受信された赤外線
信号に基づいて制御信号となる無線信号が生成されると、アンテナ３２より送信され、Ａ
Ｖデータ送信装置３０４のアンテナ４１で受信される。
【０００６】
ＡＶデータ送信装置３０４では、受信した無線信号に基づいてリモコン２より送信された
赤外線信号が複製され、この赤外線信号が発光部４２ｘより送信される。その後、ＡＶソ
ース機器５が、ＡＶデータ送信装置３０４からの赤外線信号を受光部５１で受信すると、
この赤外線信号による制御信号を認識し、ユーザーに指示された動作を行う。
【０００７】
又、ＡＶソース機器５が映像信号及び音声信号となるＡＶデータ信号を、ケーブル５２を
通じてＡＶデータ送信装置３０４に送信すると、ＡＶデータ送信装置３０４では、このＡ
Ｖデータ信号に基づいて無線信号を生成し、アンテナ４１より送信する。このＡＶデータ
信号による無線信号をアンテナ３２で受信したＡＶデータ受信装置３０３は、この無線信
号を処理することでＡＶデータ信号を得て、ケーブル１１を通じてディスプレイ１に送信
する。よって、ディスプレイ１では、ＡＶデータ信号の映像信号に基づいて映像が再生表
示されるとともに、ＡＶデータ信号の音声信号に基づいて音声が再生される。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
図２９のような無線通信システムを利用する際、ＡＶデータ送信装置３０４に備えられた
発光部４２ｘには、赤外線を発光して赤外線信号を生成するための赤外線発光素子となる
ＬＥＤ（ Light Emitting Diode）が１つだけ設けられている。このＬＥＤはある程度の指
向性を持つとともに、一部の輝度を高くするためにレンズなどが設けられるため、その照
射範囲が図３０のＡのように狭くなる。
【０００９】
よって、図２９のような無線通信システムのように、１台のＡＶソース機器に対するシス
テムである場合においては、１つのＬＥＤで構成された発光部を備えたＡＶデータ送信装
置でも十分機能させることができる。しかしながら、複数台のＡＶソース機器に対してＡ
Ｖデータ送信装置から制御信号となる赤外線信号を送信する際、その照射範囲が狭いため
に、一部のＡＶソース機器のみしかＡＶデータ送信装置からの赤外線信号を受信すること
ができず、この無線通信システムを利用して全てのＡＶソース機器を制御することができ
ない。
【００１０】
即ち、図３１のように、ＡＶソース機器５ａ～５ｄに対して、ＡＶデータ送信装置３０４
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の発光部４２ｘより赤外線信号を送信する際、発光部４２ｘから照射される赤外線の照射
範囲はＡとなる。よって、ＡＶソース機器５ａ～５ｄのそれぞれに設けられた受光部５１
ａ～５１ｄのうち、受光部５１ｂ，５１ｃのみが照射範囲Ａ内に存在することとなり、Ａ
Ｖソース機器５ａ，５ｄについては制御を行うことができない。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明のＡＶデータ送信装置は、ＡＶソース機器より与え
られる映像信号及び音声信号のうち少なくとも１つの信号となるＡＶデータを第１無線信
号として送信する第１通信部と、前記ＡＶソース機器を制御するための制御信号である第
２無線信号を受信する第２通信部と、前記第２通信部で受信された前記第２無線信号より
前記ＡＶソース機器への制御信号の確認を行うとともに装置全体の制御を行う制御部と、
該制御部で確認された制御信号に基づいて赤外線信号を生成して送信する発光部と、を有
するＡＶデータ送信装置において、前記発光部が複数の前記ＡＶソース機器それぞれに対
して赤外線信号を照射可能

ことを特徴とする。
【００１２】
このような問題を鑑みて、本発明は、ＡＶデータ信号を再生する再生装置側からＡＶデー
タを生成する複数のＡＶソース機器を遠隔操作することのできる無線通信システムを提供
することを目的とする。又、このような無線通信システムにおいて、再生装置とＡＶソー
ス機器との間で制御信号とＡＶデータとの相互通信を行うことができるＡＶデータ送信装
置及びＡＶデータ受信装置を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明のＡＶデータ送信装置は、ＡＶソース機器より与え
られる映像信号及び音声信号のうち少なくとも１つの信号となるＡＶデータを第１無線信
号として送信する第１通信部と、前記ＡＶソース機器を制御するための制御信号である第
２無線信号を受信する第２通信部と、前記第２通信部で受信された前記第２無線信号より
前記ＡＶソース機器への制御信号の確認を行うとともに装置全体の制御を行う制御部と、
該制御部で確認された制御信号に基づいて赤外線信号を生成して送信する発光部と、を有
するＡＶデータ送信装置において、前記発光部が複数の前記ＡＶソース機器 に対
して赤外線信号が照射可能

ことを特徴とする。
【００１４】
このようなＡＶデータ送信装置において、前記発光部が複数の赤外線発光素子によって構
成されることによって、指向性が広くなるようにしても構わない。このとき、複数の赤外
線発光素子を略円錐状に配置するとともに、その発光部が円状で密接した状態となるよう
に配置することによって、発光部の指向性を広くすることができる。
【００１５】
又、本発明のＡＶデータ送信装置は、ＡＶソース機器より与えられる映像信号及び音声信
号のうち少なくとも１つの信号となるＡＶデータを第１無線信号として送信する第１通信
部と、前記ＡＶソース機器を制御するための制御信号である第２無線信号を受信する第２
通信部と、前記第２通信部で受信された前記第２無線信号より前記ＡＶソース機器への制
御信号の確認を行うとともに装置全体の制御を行う制御部と、該制御部で確認された制御
信号に基づいて赤外線信号を生成して送信する発光部と、を有するＡＶデータ送信装置に
おいて、前記発光部が複数の前記ＡＶソース機器に対して赤外線信号が照射可能となるよ
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であるとともに、前記第１通信部に与えるＡＶデータとして、
前記複数のＡＶソース機器から与えられる複数のＡＶデータから１つを選択するとき、Ａ
Ｖデータの入力選択が解除されたＡＶソース機器を自動的に電源ＯＦＦさせるための赤外
線信号、又は、該ＡＶソース機器の再生動作を自動的に停止させるための赤外線信号を、
前記発光部から送信する

それぞれ
であるとともに、前記第１通信部に与えるＡＶデータとして、

前記複数のＡＶソース機器から与えられる複数のＡＶデータから１つを選択するとき、Ａ
Ｖデータの入力選択が解除されたＡＶソース機器の再生動作を自動的に停止させるための
赤外線信号を、前記発光部から送信する



うに、前記発光部を複数備えることを特徴とする。
【００１６】
このようなＡＶデータ送信装置において、複数の前記ＡＶソース機器それぞれに対して赤
外線信号を照射するように、照射する前記ＡＶソース機器と同数の前記発光部を備え、前
記各発光部が単一のＡＶソース機器にのみ赤外線の照射を可能とするものとしても構わな
い。このとき、前記ＡＶソース機器の赤外線信号を受光する受光部に対面するように、前
記各発光部が設置される。
【００１７】
又、このとき、前記発光部が、前記ＡＶソース機器における赤外線信号を受信する受光部
に対して赤外線信号を照射する赤外線発光素子と、該赤外線発光素子から前記受光部への
方向以外の赤外線の照射を防ぐための遮蔽部と、を有するものとしても構わない。例えば
、前記遮蔽部が、前記ＡＶソース機器の赤外線信号を受光する受光部に対面する面以外の
前記赤外線発光素子の周囲の面を覆うように設けられるようにしても構わない。更に、前
記遮蔽部が脱着可能なものとしても構わない。
【００１８】
更に、前記遮蔽部の一部に外部からの赤外線信号が透過可能な赤外線通過可能領域を設け
るとともに、該赤外線透過可能領域を通じて外部からの赤外線信号を前記ＡＶソース機器
の受光部に照射可能とするようにして、前記ＡＶソース機器が前記ＡＶデータ送信装置以
外のリモートコントローラなどの操作装置によって制御されるようにしても構わない。こ
のとき、前記赤外線通過可能領域が、前記遮蔽部の前記受光部に対面する領域に設けられ
るようにしても構わない。更に、前記赤外線通過可能領域が脱着可能なものとしても構わ
ない。
【００１９】
上述の複数の発光部を有するＡＶデータ送信装置において、複数の前記発光部のうち、赤
外線信号の送信動作を行う発光部を選択するとともに、前記制御部で確認された制御信号
を選択した発光部に与える発光部切換部を設けても構わない。このとき、複数の発光部が
選択されて、ほぼ同一時間内もしくは一定期間内に、複数の発光部が赤外線信号の送信動
作を行うようにしても構わない。
【００２０】
上述の各ＡＶデータ送信装置において、前記複数のＡＶソース機器から与えられる複数の
ＡＶデータから１つを選択し、前記第１通信部に与える入力切換部を有するようにしても
構わないし、前記複数のＡＶソース機器から与えられる複数のＡＶデータから１つを選択
する外部の入力切換装置に対して、前記第１通信部に与えるＡＶデータを選択するための
入力切換用の制御信号を前記入力切換装置に前記制御部から送出するようにしても構わな
い。
【００２１】
このとき、前記入力切換部又は前記入力切換装置によって、ＡＶデータの入力選択が解除
されたＡＶソース機器を自動的に電源ＯＦＦさせるための赤外線信号、又は、該ＡＶソー
ス機器の再生動作を自動的に停止させるための赤外線信号を、前記発光部から送信するよ
うにしても構わない。そして、このとき、前記ＡＶソース機器の電源のＯＮ／ＯＦＦを、
前記ＡＶソース機器へ電力供給を行うＡＣ電源の切り換えによって行うようにしても構わ
ない。
【００２２】
又、前記入力切換部又は前記入力切換装置によって、ＡＶデータの入力選択が成されたＡ
Ｖソース機器の再生動作を自動的に開始させるための赤外線信号を、前記発光部から送信
するようにしても構わない。又、前記ＡＶソース機器の入力選択に連動して、該入力選択
が解除された前記ＡＶソース機器の再生の停止を行うための機能、又は、該入力選択が成
された前記ＡＶソース機器の再生の再開を行うための機能を、有効とするか無効とするか
選択可能であるようにしても構わない。更に、前記ＡＶソース機器の入力選択に連動して
、該入力選択が解除された前記ＡＶソース機器の電源を自動的にＯＦＦするための機能、
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又は、該入力選択が成された前記ＡＶソース機器の自動的にＯＮするための機能を、有効
とするか無効とするか選択可能であるようにしても構わない。
【００２３】
上述のＡＶデータ送信装置において、前記ＡＶソース機器のＡＶデータの入力選択が前記
入力切換部又は前記入力切換装置によって解除されてから、所定時間後に、前記ＡＶソー
ス機器の電源が自動的にＯＦＦされるように制御するような、タイマ機能を設けるように
しても構わない。又、この所定時間が設定可能であるものとしても構わない。
【００２４】
又、本発明のＡＶデータ受信装置は、上述のいずれかのＡＶデータ送信装置から送信され
る前記第１無線信号を受信するとともに、受信した前記第１無線信号より得られるＡＶデ
ータを該ＡＶデータを再生する再生装置に送信する第３通信部と、外部より与えられる前
記ＡＶソース機器を制御するための制御信号を確認するとともに装置全体の制御を行う制
御部と、前記制御部で確認された制御信号に基づいて、前記第２無線信号を生成して前記
ＡＶデータ送信装置に送信する第４通信部と、を有することを特徴とする。
【００２５】
このようなＡＶデータ受信装置において、前記ＡＶソース機器を制御するための制御信号
が、赤外線信号として外部より与えられ、該赤外線信号を受信して前記制御部に前記制御
信号を送出する受光部を設けても構わないし、前記ＡＶソース機器を制御するための制御
信号が前記再生装置より与えられ、前記制御部に送出されるようにしても構わない。
【００２６】
上述のＡＶデータ送信装置において、前記第２通信部で受信した第２無線信号より確認さ
れる制御信号が無効な信号であるとき、無効であることを示すためのエラー信号を生成し
、前記第２通信部から送信するようにしても構わない。又、入力切換されたＡＶデータを
送信する前記ＡＶソース機器を示すデータ信号、又は、前記ＡＶソース機器の動作状態を
示すデータ信号などを、前記第２通信部から送信するようにしても構わない。
【００２７】
又、本発明のＡＶデータ受信装置は、該ＡＶデータ送信装置から送信される前記第１無線
信号を受信するとともに、受信した前記第１無線信号より得られるＡＶデータを該ＡＶデ
ータを再生する再生装置に送信する第３通信部と、外部より与えられる前記ＡＶソース機
器を制御するための制御信号を確認するとともに装置全体の制御を行う制御部と、前記制
御部で確認された制御信号に基づいて、前記第２無線信号を生成して前記ＡＶデータ送信
装置に送信するとともに、前記ＡＶデータ送信装置から送信されるエラー信号を受信する
第４通信部と、を有し、前記第４通信部でエラー信号を受信したとき、該エラー信号が前
記制御部で確認され、エラーであることを示す出力を行うように、前記再生装置に該エラ
ー信号を送出することを特徴とする。
【００２８】
このようなＡＶデータ受信装置において、前記ＡＶソース機器を制御するための制御信号
が、赤外線信号として外部より与えられ、該赤外線信号を受信して前記制御部に前記制御
信号を送出する受光部を設けても構わないし、前記ＡＶソース機器を制御するための制御
信号が前記再生装置より与えられ、前記制御部に送出されるようにしても構わない。
【００２９】
本発明の無線通信システムは、上述のいずれかのＡＶデータ送信装置と、該ＡＶデータ送
信装置に前記ＡＶデータを送信する複数の前記ＡＶソース機器と、上述のいずれかのＡＶ
データ受信装置と、該ＡＶデータ受信装置で受信された前記第１無線信号より得られたＡ
Ｖデータに基づいて映像又は音声の再生を行う再生装置と、を有することを特徴とする。
【００３０】
【発明の実施の形態】
＜第１の実施形態＞
本発明の第１の実施形態について、図面を参照して説明する。図１は、本実施形態の無線
通信システムの構成を示す外観図である。又、図２は、本実施形態の無線通信システムを
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構成する各装置の内部構成を示すブロック図である。尚、図１において、図２９の無線通
信システムと同一の部分については、同一の符号を付して、その詳細な説明は省略する。
【００３１】
図１の無線通信システムは、ディスプレイ１と、リモコン２と、ＡＶデータ受信装置３と
、ＡＶデータ送信装置４と、ＡＶソース機器５ａ～５ｄとから構成される。このとき、Ａ
Ｖデータ受信装置３は、図２９の無線通信システムにおけるＡＶデータ受信装置３０３と
同様、受光部３１とアンテナ３２とを備えるとともに、ケーブル１１によってディスプレ
イ１と接続される。又、ＡＶデータ送信装置４は、アンテナ４１と発光部４２とを備える
とともに、ケーブル５２ａ～５２ｄそれぞれによってＡＶソース機器５ａ～５ｄと接続さ
れる。
【００３２】
このような無線通信システムにおいて、図２のように、ＡＶデータ受信装置３は、受光部
３１及びアンテナ３２と、アンテナ３２で受信した映像信号及び音声信号となるＡＶデー
タ信号に基づく無線信号を復調するとともにデータ伸長などして復号化することによって
ＡＶデータ信号とするＡＶデータ受信部３３と、受光部３１で受信した赤外線信号より指
示された制御動作を確認するとともに装置全体を制御する制御部３４と、制御部３４で確
認された制御動作に基づいて符号化するとともに変調することによって制御信号となる無
線信号を生成してアンテナ３２を介して送信するデータ通信部３５とを備える。
【００３３】
又、ＡＶデータ送信装置４は、アンテナ４１及び発光部４２と、ＡＶソース機器５ａ～５
ｄより送信されるＡＶデータ信号を切り換えるＡＶ入力切換部４３と、ＡＶ入力切換部４
３から与えられるＡＶデータ信号をデータ圧縮などして符号化するとともに変調すること
によって無線信号を生成してアンテナ４１を介して送信するＡＶデータ送信部４４と、ア
ンテナ４１で受信した制御信号となる無線信号を復調するとともに復号化するデータ通信
部４５と、データ通信部４５で得られた制御信号より制御動作を確認するとともに装置全
体を制御する制御部４６とを備える。
【００３４】
このとき、ＡＶデータ送信装置４は、制御部４６で確認した制御信号に基づいて発光部４
２内の赤外線発光素子を発光させることによって、発光部４２より赤外線信号を送信させ
る。又、発光部４２内の赤外線発光素子となるＬＥＤ４２ｙは、図３のように複数設けら
れる。即ち、複数のＬＥＤ４２ｙを略円錐状に配置するとともに、ＬＥＤ４２ｙの発光部
が円状で密接した状態となるように配置することによって、発光部の指向性を広くするこ
とができる。よって、図４のように、発光部４２から照射される赤外線の照射範囲がＢの
ように広くなり、この照射範囲Ｂ内に、ＡＶソース機器５ａ～５ｄそれぞれの受光部５１
ａ～５１ｄ全てを存在させることができる。このように構成される無線通信システムにお
ける各装置の動作について、図面を参照して説明する。
【００３５】
（リモコン２の各キーに対する機能の割り当て）
リモコン２によって、ディスプレイ１及びＡＶデータ送信装置４及びＡＶソース機器５ａ
～５ｄのそれぞれの機能に対して操作することができる。図５に、このリモコン２の各キ
ーに対する機能である操作コードを表す表を示す。図５のように、リモコン２には、ＴＶ
電源キー、音量ＵＰキー、音量ＤＯＷＮキー、電源キー、再生キー、一時停止キー、停止
キー、早送りキー、巻き戻しキー、録画キー、スロー再生キー、頭出し用キー（次、前）
、矢印キー（↑、↓、←、→）、ナンバーキー（１～１２）、入力切換キー、メニューキ
ー（Ａ～Ｄ）を有する。
【００３６】
今、ＡＶソース機器５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄがそれぞれ、ＤＶＤ、ＶＴＲ１、ＶＴＲ２、
チューナであるとすると、ディスプレイ１及びＡＶソース機器５ａ～５ｄに対する操作コ
ードが、図５に示す表のようになる。図５によると、ＴＶ電源キー、音量ＵＰキー、音量
ＤＯＷＮキーが、ディスプレイ１の電源及び音量を操作するための操作コードが割り当て
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られ、他の装置を操作することができない。
【００３７】
逆に、電源キー、再生キー、一時停止キー、停止キー、早送りキー、巻き戻しキー、録画
キー、スロー再生キー、頭出し用キー、矢印キー、ナンバーキー、及びメニューキーは、
ＡＶソース機器５ａ～５ｄそれぞれに対する操作コードが割り当てられ、ディスプレイ１
を操作することができない。又、入力切換キーは、不図示であるが、ＡＶデータ送信装置
４に対して、ＡＶデータを取得するＡＶソース機器５ａ～５ｄを切り換えるための操作コ
ードが割り当てられる。
【００３８】
よって、リモコン２のＴＶ電源キーが操作されると、ディスプレイ１の電源がＯＮ／ＯＦ
Ｆし、又、音量ＵＰキー、音量ＤＯＷＮキーが操作されると、ディスプレイ１の音量が変
化する。又、リモコン２の入力切換キーが操作されると、ＡＶデータ送信装置４で選択さ
れるＡＶデータを出力するＡＶソース機器が、操作される度に、５ａ→５ｂ→５ｃ→５ｄ
→５ａの順に切り替わる。
【００３９】
更に、リモコン２の電源キー、再生キー、一時停止キー、停止キー、早送りキー、巻き戻
しキー、録画キー、スロー再生キー、頭出し用キー、矢印キー、ナンバーキー、及びメニ
ューキーが操作されると、ＡＶデータ受信装置３より、操作されたキーを示す制御信号を
無線信号としてＡＶデータ送信装置４に送信する。この制御信号となる無線信号を受信し
たＡＶデータ送信装置４は、現在、選択しているＡＶデータを出力するＡＶソース機器に
応じて、操作コードを認識し、それに応じた赤外線信号を生成して送信する。
【００４０】
（ＡＶデータ受信装置３の制御信号の処理動作）
まず、ＡＶデータ受信装置３の動作について説明する。ＡＶデータ受信装置３は、図６に
示すフローチャートに従って動作を行う。電源が投入されるなどして動作を開始すると、
受光部３１で赤外線信号を受信したか否かが確認される（ＳＴＥＰ１）。このとき、赤外
線信号の受信が確認されると（Ｙｅｓ）、制御部３４において、受信した赤外線信号がデ
ィスプレイ１を操作するための信号であるか否かを確認する（ＳＴＥＰ２）。
【００４１】
そして、この赤外線信号がディスプレイ１操作用の信号でないとき（Ｎｏ）、制御部３４
において、受信した赤外線信号より指示された制御信号を確認し、データ通信部３５を制
御して、この制御信号に基づいて非同期データ通信用の無線信号を生成して、アンテナ３
２を介して送信する（ＳＴＥＰ３）。即ち、リモコン２において、図５のＴＶ電源キー、
音量ＵＰキー、音量ＤＯＷＮキー以外のキーが操作されたとき、受信した赤外線信号より
、操作されたキーに対応する制御信号を確認し、この制御信号による無線信号を生成して
送信する。
【００４２】
ＳＴＥＰ１において、赤外線信号の受信が確認されなかったとき（Ｎｏ）、又、ＳＴＥＰ
２において、受信した赤外線信号がディスプレイ１操作用の信号であったとき（Ｙｅｓ）
、又、ＳＴＥＰ３における制御信号となる無線信号の送信動作が終了したとき、電源ＯＦ
Ｆするように操作されたか否かが確認される（ＳＴＥＰ４）。このとき、電源ＯＦＦする
ように操作された場合（Ｙｅｓ）、動作を終了し、又、電源ＯＦＦの指示がない場合は（
Ｎｏ）、再び、ＳＴＥＰ１からの動作が行われる。
【００４３】
（ＡＶデータ送信装置４の制御信号の処理動作）
１．全体動作
次に、ＡＶデータ送信装置４の動作について説明する。ＡＶデータ送信装置４は、図７に
示すフローチャートに従って動作を行う。電源が投入されるなどして動作を開始すると、
アンテナ４１で制御信号となる無線信号を受信したか否かが確認される（ＳＴＥＰ１１）
。このとき、制御信号となる無線信号がアンテナ４１で受信され、データ通信部４５で復

10

20

30

40

50

(10) JP 3877588 B2 2007.2.7



調された後に復号化されると（Ｙｅｓ）、制御部４６において、データ通信部４５で復号
化されて得られた制御信号より、入力されるＡＶデータ信号の入力切換が行われるか確認
される（ＳＴＥＰ１２）。
【００４４】
そして、リモコン２において、図５のＴＶ電源キー、音量ＵＰキー、音量ＤＯＷＮキー、
入力切換キー以外のキーが操作され、制御信号がＡＶソース機器の操作を行うためのもの
であるとき（Ｎｏ）、後述する図８又は図９のフローチャートに示すＡＶ機器操作動作を
行う（ＳＴＥＰ１３）。又、リモコン２において、図５の入力切換キーが操作され、制御
信号がＡＶデータ信号の切り換えを要求する場合は（Ｙｅｓ）、後述する図１０のフロー
チャートに示す入力切換動作を行う（ＳＴＥＰ１４）。
【００４５】
ＳＴＥＰ１１において、制御信号となる無線信号が受信されなかったとき（Ｎｏ）、又、
ＳＴＥＰ１３のＡＶ機器操作動作又はＳＴＥＰ１４の入力切換動作が終了したとき、電源
ＯＦＦするように操作されたか否かが確認される（ＳＴＥＰ１５）。このとき、電源ＯＦ
Ｆするように操作された場合（Ｙｅｓ）、動作を終了し、又、電源ＯＦＦの指示がない場
合は（Ｎｏ）、再び、ＳＴＥＰ１１からの動作が行われる。
【００４６】
２．ＡＶ機器操作動作の第１例
このとき、ＳＴＥＰ１３におけるＡＶ機器操作動作が行われる場合、図８に示すフローチ
ャートに従って動作する。まず、制御部４６において、ＡＶ入力切換部４３でＡＶデータ
信号を入力するように設定されたＡＶソース機器がＡＶソース機器５ａ～５ｄのいずれで
あるか確認される（ＳＴＥＰ２１）。このとき、ＡＶデータ信号を入力するように設定さ
れたＡＶソース機器は、入力機器番号より確認される。
【００４７】
即ち、入力機器番号が５ａであるときはＡＶソース機器５ａからのＡＶデータ信号を、入
力機器番号が５ｂであるときはＡＶソース機器５ｂからのＡＶデータ信号を、入力機器番
号が５ｃであるときはＡＶソース機器５ｃからのＡＶデータ信号を、入力機器番号が５ｄ
であるときはＡＶソース機器５ｄからのＡＶデータ信号を、ＡＶ入力切換部４３で選択し
ＡＶデータ送信部４４に与える。
【００４８】
このように、ＳＴＥＰ２１で入力機器番号が確認されると、制御部４６において、確認さ
れた入力機器番号とデータ通信部４５で得られた制御信号とから、ユーザーが指示した制
御動作に関するデータである操作コードが確認される（ＳＴＥＰ２２）。即ち、リモコン
２において、図５のＴＶ電源キー、音量ＵＰキー、音量ＤＯＷＮキー、入力切換キー以外
のキーが操作されたとき、制御部４６において、入力機器番号より操作するＡＶソース機
器を確認するとともに、制御信号より操作されたキーを確認する。そして、制御信号より
確認されたリモコン２のキーにおける、入力機器番号より確認されたＡＶソース機器に対
する操作コードを確認する。
【００４９】
そして、この操作コードの確認を行った後、その操作コードが有効であるか否かの判定を
行う（ＳＴＥＰ２３）。このとき、有効であれば（Ｙｅｓ）、発光部４２を発光させて確
認された操作コードに応じた赤外線信号を送信するとともに（ＳＴＥＰ２４）、現在ＡＶ
データ信号を入力しているＡＶソース機器の動作状態を制御部４６内のメモリなどに記録
する（ＳＴＥＰ２５）。ＳＴＥＰ２３において、制御部４６で確認された操作コードが無
効であったとき（Ｎｏ）、又は、ＳＴＥＰ２５におけるＡＶソース機器の動作状態を記憶
すると、ＡＶ機器操作動作を終了して、ＳＴＥＰ１５に移行する。
【００５０】
このように、ＡＶ機器操作動作する際において、ＳＴＥＰ２１において入力機器番号を確
認するとき、制御部４６がＡＶ入力切換部４３の状態を確認することによって入力機器番
号が確認されるようにしても構わないし、又は、制御部４６がＡＶ入力切換部４３の選択
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するＡＶデータ信号の切り換えを制御するたびに、不図示のメモリなどに入力機器番号を
記憶し、記憶した入力機器番号が確認されるようにしても構わない。
【００５１】
３．ＡＶ機器操作動作の第２例
又、ＳＴＥＰ１３におけるＡＶ機器操作動作が行われる場合、上述のような図８のフロー
チャートに応じた動作例以外に、図９のフローチャートに従った動作を行っても構わない
。尚、図９において、図８と同一のステップについては、同一の符号を付すものとして、
その詳細な説明は省略する。
【００５２】
ＳＴＥＰ２１で入力機器番号を確認した後、ＳＴＥＰ２２で、ユーザーが指示した操作コ
ードを確認する。そして、ＳＴＥＰ２３で、この確認した操作コードが有効であるか否か
の判定を行う。このとき、有効であれば（Ｙｅｓ）、第１例と同様に、ＳＴＥＰ２４で赤
外線信号を送信した後、ＳＴＥＰ２５でＡＶソース機器の動作状態を記録する。
【００５３】
逆に、ＳＴＥＰ２３で、操作コードが無効であると判定された場合（Ｎｏ）、無効である
ことを示すためのエラー信号を制御部４６で生成してデータ通信部４５に与え、データ通
信部４５でこのエラー信号を符号化した後に変調してアンテナ４１を介して送信する（Ｓ
ＴＥＰ２６）。このように、ＳＴＥＰ２５及びＳＴＥＰ２６の各動作が終了すると、ＡＶ
機器操作動作を終了して、ＳＴＥＰ１５に移行する。
【００５４】
このエラー信号となる無線信号がＡＶデータ受信装置３のアンテナ３２で受信されると、
ＡＶデータ受信装置３において、データ通信部３５で復調された後、復号化されてエラー
信号が得られる。そして、制御部３４において、このデータ通信部３５で得られたエラー
信号が確認されると、不図示の音声出力部などからエラーを示すビープ音を出力するよう
にしても構わないし、ＡＶデータ受信部３３にエラー表示するための映像信号を与えて、
ディスプレイ１に送信し、ディスプレイ１の画面上にエラー表示を行うようにしても構わ
ない。
【００５５】
４．入力切換動作
又、ＳＴＥＰ１４における入力切換動作が行われる場合、図１０に示すフローチャートに
従って動作する。まず、現在、ＡＶデータ信号をＡＶデータ送信装置４に対して出力して
いるＡＶソース機器のＡＶデータ信号の出力動作を停止させるための連動機能が有効とな
っているか否かが確認される（ＳＴＥＰ３１）。この連動機能の有効及び無効は、ＡＶデ
ータ送信装置４において切り換えられ、不図示のメモリに記録されているものとする。
【００５６】
このとき、連動機能が有効と設定されている場合（Ｙｅｓ）、後述する図１１のフローチ
ャートに示すＡＶ機器停止制御動作を行った後（ＳＴＥＰ３２）、後述する図１２のフロ
ーチャートに示す入力切換処理動作を行う（ＳＴＥＰ３３）。そして、ＳＴＥＰ３３の入
力切換処理動作を行った後、後述する図１３のフローチャートに示すＡＶ機器再開制御動
作を行う（ＳＴＥＰ３４）。
【００５７】
又、連動機能が無効と設定されている場合（Ｎｏ）、後述する図１２のフローチャートに
示す入力切換処理動作を行う（ＳＴＥＰ３５）。このように、ＳＴＥＰ３４におけるＡＶ
機器再開制御動作及びＳＴＥＰ３５における入力切換処理動作が終了すると、入力切換動
作を終了して、ＳＴＥＰ１５に移行する。
【００５８】
４－１　ＡＶ機器停止制御動作
ＳＴＥＰ３２に移行したときに成されるＡＶ機器停止制御動作は、図１１のフローチャー
トに従って行われる。まず、制御部４６において、入力機器番号が確認される（ＳＴＥＰ
１０１）。そして、この入力機器番号より確認されたＡＶソース機器の動作状態が確認さ
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れる（ＳＴＥＰ１０２）。この確認される動作状態は、図８又は図９のフローチャートに
おけるＳＴＥＰ２５でのＡＶソース機器の動作状態の記録によって制御部４６内のメモリ
などに記録されたものを読み出すことによって確認される。
【００５９】
その後、入力機器番号より確認されたＡＶソース機器の電源をＯＦＦ制御する連動機能で
ある自動電源ＯＦＦ機能を有効としているか否かを確認する（ＳＴＥＰ１０３）。このと
き、自動電源ＯＦＦ機能を有効としている場合（Ｙｅｓ）、ＳＴＥＰ１０２で確認された
動作状態より電源がＯＮであるか否かが確認される（ＳＴＥＰ１０４）。
【００６０】
今、電源がＯＮである場合（Ｙｅｓ）、操作データを電源ＯＦＦするための操作データと
して、図８又は図９に示すフローチャートにおけるＳＴＥＰ２４及びＳＴＥＰ２５と同様
の動作を行う（ＳＴＥＰ１０５）。即ち、ＳＴＥＰ１０１で確認された入力機器番号に応
じたＡＶソース機器が電源ＯＦＦとなるように赤外線信号を発光部４２より送信するとと
もに、制御部４６内のメモリなどに動作状態が電源ＯＦＦとなったことを記録する。
【００６１】
又、ＳＴＥＰ１０３で自動電源ＯＦＦ機能が無効である場合（Ｎｏ）、ＡＶソース機器の
再生動作の停止を制御する連動機能である自動停止機能を有効としているか否かを確認す
る（ＳＴＥＰ１０６）。このとき、自動停止機能を有効としている場合（Ｙｅｓ）、ＳＴ
ＥＰ１０２で確認された動作状態より再生動作中であるか否かが確認される（ＳＴＥＰ１
０７）。尚、再生動作には、早送り再生や巻き戻し再生なども含まれる。
【００６２】
今、再生動作を行っている場合（Ｙｅｓ）、操作データを再生動作を停止するための操作
データとして、図８又は図９に示すフローチャートにおけるＳＴＥＰ２４及びＳＴＥＰ２
５と同様の動作を行う（ＳＴＥＰ１０８）。即ち、ＳＴＥＰ１０１で確認された入力機器
番号に応じたＡＶソース機器が再生動作を停止するように赤外線信号を発光部４２より送
信するとともに、制御部４６内のメモリなどに動作状態が停止状態となったことを記録す
る。
【００６３】
又、ＳＴＥＰ１０６で自動停止機能が無効である場合（Ｎｏ）、ＡＶソース機器の一時停
止動作の開始を制御する連動機能である自動一時停止機能を有効としているか否かを確認
する（ＳＴＥＰ１０９）。このとき、自動一時停止機能を有効としている場合（Ｙｅｓ）
、ＳＴＥＰ１０２で確認された動作状態より再生動作中であるか否かが確認される（ＳＴ
ＥＰ１１０）。
【００６４】
今、再生動作を行っている場合（Ｙｅｓ）、操作データを一時停止するための操作データ
として、図８又は図９に示すフローチャートにおけるＳＴＥＰ２４及びＳＴＥＰ２５と同
様の動作を行う（ＳＴＥＰ１１１）。即ち、ＳＴＥＰ１０１で確認された入力機器番号に
応じたＡＶソース機器が一時停止するように赤外線信号を発光部４２より送信するととも
に、制御部４６内のメモリなどに動作状態が一時停止状態となったことを記録する。
【００６５】
ＳＴＥＰ１０５，１０８，１１１の動作が終了したとき、又は、ＳＴＥＰ１０４で電源が
ＯＦＦであるとき（Ｎｏ）、又は、ＳＴＥＰ１０７，１１０で再生動作中でないとき（Ｎ
ｏ）、又は、ＳＴＥＰ１０９で自動一時停止機能が無効であるとき（Ｎｏ）、このＡＶ機
器停止制御動作を終了する。
【００６６】
４－２　入力切換処理動作
ＳＴＥＰ３３又はＳＴＥＰ３５に移行したときに成される入力切換処理動作は、図１２の
フローチャートに従って行われる。まず、制御部４６において、記録された入力機器番号
より、現在、ＡＶ入力切換部４３が選択しているＡＶデータ信号がＡＶソース機器５ｃか
ら送信された信号であるか否かが確認される（ＳＴＥＰ１５１）。このとき、入力機器番
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号が５ｃであり、ＡＶソース機器５ｃからのＡＶデータ信号を選択していることが確認さ
れると（Ｙｅｓ）、ＡＶ入力切換部４３で選択するＡＶデータ信号をＡＶソース機器５ｄ
からの信号に切り換えるとともに、入力機器番号を５ｄとして記録する（ＳＴＥＰ１５２
）。
【００６７】
又、ＳＴＥＰ１５１において、入力機器番号が５ｃでないとき（Ｎｏ）、ＡＶ入力切換部
４３が選択しているＡＶデータ信号がＡＶソース機器５ｂから送信された信号であるか否
かが確認される（ＳＴＥＰ１５３）。このとき、入力機器番号が５ｂであることが確認さ
れると（Ｙｅｓ）、ＡＶ入力切換部４３で選択するＡＶデータ信号をＡＶソース機器５ｃ
からの信号に切り換えるとともに、入力機器番号を５ｃとして記録する（ＳＴＥＰ１５４
）。
【００６８】
又、ＳＴＥＰ１５３において、入力機器番号が５ｂでないとき（Ｎｏ）、ＡＶ入力切換部
４３が選択しているＡＶデータ信号がＡＶソース機器５ａから送信された信号であるか否
かが確認される（ＳＴＥＰ１５５）。このとき、入力機器番号が５ａであることが確認さ
れると（Ｙｅｓ）、ＡＶ入力切換部４３で選択するＡＶデータ信号をＡＶソース機器５ｂ
からの信号に切り換えるとともに、入力機器番号を５ｂとして記録する（ＳＴＥＰ１５６
）。
【００６９】
又、ＳＴＥＰ１５３において、入力機器番号が５ａでないとき（Ｎｏ）、ＡＶ入力切換部
４３で選択するＡＶデータ信号をＡＶソース機器５ａからの信号に切り換えるとともに、
入力機器番号を５ａとして記録する（ＳＴＥＰ１５７）。即ち、ＳＴＥＰ１５１，１５３
，１５５全てにおいてＮｏとなるため、入力機器番号が５ｄであることが確認されること
となり、入力機器番号を５ａに切り換える。そして、ＳＴＥＰ１５２，１５４，１５６，
１５７の切り換え動作を終了すると、入力切換処理動作を終了する。
【００７０】
このように入力切換処理動作が行われるため、ＡＶデータ信号の入力を切り換えるように
指示されると、ＡＶ入力切換部４３によって選択されるＡＶデータ信号を出力するＡＶソ
ース機器が、５ａ→５ｂ→５ｃ→５ｄ→５ａ…のように、巡回的に切り換えられる。
【００７１】
尚、本実施形態では、ＡＶソース機器５ａ～５ｄのように４台の場合について述べたが、
ＡＶソース機器がｎ台の場合も同様に、入力機器番号の確認されるステップがｎ－１とさ
れる。そして、入力機器番号が一致した場合、そのステップで確認された入力機器番号の
次の入力機器番号に設定することで、ＡＶ入力切換部４３によって選択されるＡＶデータ
信号を出力するＡＶソース機器が、巡回的に切り換えられる。
【００７２】
４－３　ＡＶ機器再開制御動作
ＳＴＥＰ３４に移行したときに成されるＡＶ機器再開制御動作は、図１３のフローチャー
トに従って行われる。ＡＶ機器停止制御動作のＳＴＥＰ１０１，１０２における動作と同
様、まず、制御部４６において、入力機器番号が確認された後（ＳＴＥＰ２０１）、この
入力機器番号より確認されたＡＶソース機器の動作状態が確認される（ＳＴＥＰ２０２）
。よって、ＳＴＥＰ２０１において、ＳＴＥＰ３３で切り換えられた入力機器番号が確認
される。
【００７３】
その後、ＳＴＥＰ２０２で確認された動作状態よりＡＶソース機器が一時停止中であるか
否かが確認される（ＳＴＥＰ２０３）。このとき、一時停止中であることが確認されると
（Ｙｅｓ）、ＡＶソース機器の一時停止動作の解除を制御する連動機能である自動一時停
止解除機能を有効としているか否かを確認する（ＳＴＥＰ２０４）。
【００７４】
今、自動一時停止解除機能を有効としている場合（Ｙｅｓ）、操作データを一時停止を解
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除するための操作データとして、図８又は図９に示すフローチャートにおけるＳＴＥＰ２
４及びＳＴＥＰ２５と同様の動作を行う（ＳＴＥＰ２０５）。即ち、ＳＴＥＰ２０１で確
認された入力機器番号に応じたＡＶソース機器が一時停止を解除して再生動作を行うよう
に赤外線信号を発光部４２より送信するとともに、制御部４６内のメモリなどに動作状態
が再生状態となったことを記録する。
【００７５】
又、ＳＴＥＰ２０３で一時停止状態でない場合（Ｎｏ）、ＳＴＥＰ２０２で確認された動
作状態よりＡＶソース機器が停止中であるか否かが確認される（ＳＴＥＰ２０６）。この
とき、停止中であることが確認されると（Ｙｅｓ）、ＡＶソース機器の再生動作の停止を
制御する連動機能である自動再生機能を有効としているか否かを確認する（ＳＴＥＰ２０
７）。
【００７６】
今、自動再生機能を有効としている場合（Ｙｅｓ）、操作データを再生動作を行うための
操作データとして、図８又は図９に示すフローチャートにおけるＳＴＥＰ２４及びＳＴＥ
Ｐ２５と同様の動作を行う（ＳＴＥＰ２０８）。即ち、ＳＴＥＰ２０１で確認された入力
機器番号に応じたＡＶソース機器が再生動作を行うように赤外線信号を発光部４２より送
信するとともに、制御部４６内のメモリなどに動作状態が再生状態となったことを記録す
る。
【００７７】
又、ＳＴＥＰ２０６で停止状態でない場合（Ｎｏ）、ＳＴＥＰ２０２で確認された動作状
態よりＡＶソース機器が電源ＯＦＦであるか否かが確認される（ＳＴＥＰ２０９）。この
とき、電源ＯＦＦであることが確認されると（Ｙｅｓ）、ＡＶソース機器の電源をＯＮ制
御する連動機能である自動電源ＯＮ機能を有効としているか否かを確認する（ＳＴＥＰ２
１０）。
【００７８】
今、自動電源ＯＮ機能を有効としている場合（Ｙｅｓ）、操作データを電源ＯＮするため
の操作データとして、図８又は図９に示すフローチャートにおけるＳＴＥＰ２４及びＳＴ
ＥＰ２５と同様の動作を行う（ＳＴＥＰ２１１）。即ち、ＳＴＥＰ２０１で確認された入
力機器番号に応じたＡＶソース機器が電源ＯＮとなるように赤外線信号を発光部４２より
送信するとともに、制御部４６内のメモリなどに動作状態が電源ＯＮとなったことを記録
する。このとき、電源ＯＮとするだけでなく、再生動作も開始するようにしても構わない
。
【００７９】
ＳＴＥＰ２０５，２０８，２１１の動作が終了したとき、又は、ＳＴＥＰ２０４で自動一
時解除機能が無効であるとき（Ｎｏ）、又は、ＳＴＥＰ２０７で自動再生機能が無効であ
るとき（Ｎｏ）、又は、ＳＴＥＰ２１０で自動電源ＯＮ機能が無効であるとき（Ｎｏ）、
又は、ＳＴＥＰ２０９で動作状態が電源ＯＦＦでないとき（Ｎｏ）、このＡＶ機器再開制
御動作を終了する。
【００８０】
上述のように、自動電源ＯＮ／ＯＦＦ機能の有効及び無効の設定を行うことができるので
、例えば、電源をＯＮした後、立ち上がりの早いＡＶソース機器については、この自動電
源ＯＮ／ＯＦＦ機能を有効として電力消費を抑制することができる。又、電源をＯＮした
後、立ち上がりの遅いＡＶソース機器については、この自動電源ＯＮ／ＯＦＦ機能を無効
として再生動作を再開したときの待ち時間を短くすることができる。
【００８１】
又、このように立ち上がりの遅いＡＶソース機器については、自動一時停止／一時停止解
除機能又は自動停止・再開機能を用いて、入力選択が解除されたとき、ＡＶソース機器を
停止状態又は一時停止状態にして、例えば、ＤＶＤなどにおけるモータなどの駆動を停止
させることで、電力消費を抑制することができる。更に、自動電源ＯＦＦ機能、自動一時
停止機能、又は自動停止機能を無効とすることによって、例えば、録画中のビデオなど、
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その動作を停止すると困るＡＶソース機器について、入力切換後もその動作を継続させる
ことができる。
【００８２】
このように、ＡＶデータ送信装置４が動作するとき、複数のＡＶソース機器からのＡＶデ
ータの入力切換を行ったときや、ＡＶソース機器の操作を行ったときなどにおいて、入力
切換されたＡＶデータを送信するＡＶソース機器を示すデータ信号、又は、ＡＶソース機
器の動作状態を示すデータ信号などを、データ通信部４５で生成して送信するようにして
も構わない。このようなデータ信号をＡＶデータ受信装置３が受信すると、データ通信部
３５でそのデータ信号が解析され、入力切換されたＡＶデータを送信するＡＶソース機器
又はＡＶソース機器の動作状態を確認すると、確認されたＡＶソース機器又はＡＶソース
機器の動作状態をディスプレイ１に与えて、表示させることができる。
【００８３】
（ＡＶデータ信号の送受信）
ＡＶソース機器５ａ～５ｄから、ＡＶデータ信号がケーブル５２ａ～５２ｄを介してＡＶ
データ送信装置４に送信される。ＡＶデータ送信装置２において、このＡＶソース機器５
ａ～５ｄからのＡＶデータ信号より、ＡＶ入力切換部４３で制御部４６によって設定され
た入力機器番号に従って、１つのＡＶデータ信号を選択してＡＶデータ送信部４４に与え
る。
【００８４】
ＡＶデータ信号送信部４４では、ＡＶデータ信号をデータ圧縮して符号化した後、所定の
搬送波周波数を用いて変調し、無線信号としてアンテナ４１より送信する。このＡＶデー
タ送信装置４から送信されたＡＶデータ信号の無線信号が、ＡＶデータ受信装置３のアン
テナ３２で受信されると、ＡＶデータ受信部３３でミキシングなどが施されて復調した後
、ＡＶデータ信号をデータ伸長して復号化する。そして、ＡＶデータ受信部３３で得られ
たＡＶデータ信号が、ケーブル１１を介してディスプレイ１に与えられ、ディスプレイ１
において映像及び音声が再生される。
【００８５】
＜第２の実施形態＞
本発明の第２の実施形態について、図面を参照して説明する。尚、本実施形態では、第１
の実施形態と同様、図１及び図２に示されるような構成の無線通信システムとなる。よっ
て、本実施形態における無線通信システムの構成の説明は省略する。
【００８６】
本実施形態において、ＡＶデータ受信装置３の制御信号の処理動作が、第１の実施形態と
同様、図６に示すフローチャートに従った動作となる。又、ＡＶデータ送信装置４の制御
信号の処理動作においても、第１の実施形態と同様、その全体動作が図７に示すフローチ
ャートに従った動作に、又、ＡＶ機器操作動作が図８又は図９のフローチャートに従った
動作になる。更に、ＡＶデータ信号の送受信についても、第１の実施形態と同様の動作を
各装置が行うことによって成される。
【００８７】
そして、本実施形態では、ＡＶデータ送信装置４の制御信号の処理動作における入力切換
動作が、第１の実施形態と異なる動作となる。尚、この入力切換動作において、第１の実
施形態と異なる点は、ＳＴＥＰ３５における入力切換処理を行う際の動作フローのみであ
る。よって、入力切換動作自体の動作については、第１の実施形態と同様、図１０に示す
フローチャートに従った動作である。
【００８８】
以下に、本実施形態における入力切換動作について、図面を参照して説明する。図７のフ
ローチャートにおけるＳＴＥＰ１４の入力切換動作が行われるとき、図１０のフローチャ
ートに示すように、まず、連動機能が有効であるか否かが確認される（ＳＴＥＰ３１）。
【００８９】
この連動機能が有効であるときは（Ｙｅｓ）、第１の実施形態で説明したように、図１１
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のフローチャートに従ったＡＶ機器停止制御動作を行った後（ＳＴＥＰ３２）、図１２の
フローチャートに示す入力切換処理動作を行う（ＳＴＥＰ３３）。そして、図１３のフロ
ーチャートに示すＡＶ機器再開制御動作を行い（ＳＴＥＰ３４）、入力切換動作を終了し
て、ＳＴＥＰ１５に移行する。尚、ＳＴＥＰ３２～ＳＴＥＰ３４の動作については、この
ような順番に行われなくても良い。例えば、入力切換処理動作を行う前に、ＡＶ機器再開
制御動作を行うようにしても構わない。
【００９０】
又、ＳＴＥＰ３１において、連動機能が無効であるときは（Ｎｏ）、以下に示す図１４の
フローチャートに従った入力切換処理動作を行い（ＳＴＥＰ３５）、入力切換動作を終了
して、ＳＴＥＰ１５に移行する。このときの入力切換処理動作について、図１４のフロー
チャートを参照して説明する。
【００９１】
（入力切換処理動作）
第１の実施形態と同様、まず、入力機器番号が５ｃであるか確認される（ＳＴＥＰ１５１
）。このとき、入力機器番号が５ｃであると（Ｙｅｓ）、制御部４６において、ＡＶソー
ス機器５ｃを電源ＯＦＦするための制御信号を送信することを示すフラグをセットする（
ＳＴＥＰ１６０）。そして、ＡＶソース機器５ｃを電源ＯＦＦするための制御信号を所定
時間後に送信するためのタイマをセットする（ＳＴＥＰ１６１）。その後、第１の実施形
態と同様、ＡＶ入力切換部４３で選択するＡＶデータ信号をＡＶソース機器５ｄからの信
号に切り換えるとともに、入力機器番号を５ｄとして記録する（ＳＴＥＰ１５２）。
【００９２】
又、ＳＴＥＰ１５１において、入力機器番号が５ｃでないとき（Ｎｏ）、第１の実施形態
と同様、入力機器番号が５ｂであるか確認される（ＳＴＥＰ１５３）。このとき、入力機
器番号が５ｂであると（Ｙｅｓ）、制御部４６において、ＡＶソース機器５ｂを電源ＯＦ
Ｆするための制御信号を送信するためのフラグ及びタイマをセットする（ＳＴＥＰ１６２
，１６３）。そして、第１の実施形態と同様、ＡＶ入力切換部４３で選択するＡＶデータ
信号をＡＶソース機器５ｃからの信号に切り換えるとともに、入力機器番号を５ｃとして
記録する（ＳＴＥＰ１５４）。
【００９３】
又、ＳＴＥＰ１５３において、入力機器番号が５ｂでないとき（Ｎｏ）、第１の実施形態
と同様、入力機器番号が５ａであるか確認される（ＳＴＥＰ１５５）。このとき、入力機
器番号が５ａであると（Ｙｅｓ）、制御部４６において、ＡＶソース機器５ａを電源ＯＦ
Ｆするための制御信号を送信するためのフラグ及びタイマをセットする（ＳＴＥＰ１６４
，１６５）。そして、第１の実施形態と同様、ＡＶ入力切換部４３で選択するＡＶデータ
信号をＡＶソース機器５ｂからの信号に切り換えるとともに、入力機器番号を５ｂとして
記録する（ＳＴＥＰ１５６）。
【００９４】
又、ＳＴＥＰ１５５において、入力機器番号が５ａでないとき（Ｎｏ）、制御部４６にお
いて、ＡＶソース機器５ｄを電源ＯＦＦするための制御信号を送信するためのフラグ及び
タイマをセットする（ＳＴＥＰ１６６，１６７）。そして、第１の実施形態と同様、ＡＶ
入力切換部４３で選択するＡＶデータ信号をＡＶソース機器５ａからの信号に切り換える
とともに、入力機器番号を５ａとして記録する（ＳＴＥＰ１５７）。そして、ＳＴＥＰ１
５２，１５４，１５６，１５７の切り換え動作を終了すると、入力切換処理動作を終了す
る。
【００９５】
このように入力切換処理動作が行われるため、ＡＶデータ信号の入力を切り換えるように
指示されると、第１の実施形態と同様、ＡＶ入力切換部４３によって選択されるＡＶデー
タ信号を出力するＡＶソース機器が、５ａ→５ｂ→５ｃ→５ｄ→５ａ…のように、巡回的
に切り換えられる。又、このとき、電源をＯＦＦするための制御信号を送信するためのフ
ラグ及びタイマが、５ｂ→５ｃ→５ｄ→５ａ→５ｂ…のように、巡回的にセットされる。
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【００９６】
このように、本実施形態において、連動機能が無効である場合、入力切換処理動作を行う
際に、切り換え前のＡＶソース機器を所定時間経過後に自動的に電源ＯＦＦするように、
フラグ及びタイマをセットする。よって、このようにフラグ及びタイマをセットしたとき
に、自動的に電源ＯＦＦするための制御信号となる無線信号をＡＶソース機器に送信する
ためのタイマ動作を行う。このときのタイマ動作を以下に説明する。
【００９７】
（自動電源ＯＦＦ制御のタイマ動作の第１例）
このとき、以下において説明を簡単にするために、入力機器番号５ａ～５ｄをそれぞれ、
入力機器番号１～４とする。又、このタイマ動作の第１例は、図１５に示すフローチャー
トに従った動作となる。
【００９８】
まず、制御部４６で比較するための機器番号をＮとしたとき、この機器番号Ｎを初期値で
ある「１」に設定する（ＳＴＥＰ２５１）。そして、ＡＶ入力切換部４３に与えられる機
器番号Ｋ（Ｋは１～４）が制御部４６で確認される（ＳＴＥＰ２５２）。ＳＴＥＰ２５２
で確認された機器番号Ｋが、ＳＴＥＰ２５１又は後述するＳＴＥＰ２５８で設定された機
器番号Ｎと比較される（ＳＴＥＰ２５３）。即ち、ＡＶ入力切換部４３で選択されるＡＶ
データ信号を出力するＡＶソース機器が、機器番号ＮのＡＶソース機器に相当するか否か
が確認される。
【００９９】
このとき、機器番号Ｋが機器番号Ｎと異なるとき（Ｎｏ）、機器番号ＮとなるＡＶソース
機器に対するフラグがセットされているか否かが確認される（ＳＴＥＰ２５４）。そして
、フラグがセットされているとき（Ｙｅｓ）、制御部４６でセットされたタイマによる時
間が確認され、所定時間が経過したか否かが確認される（ＳＴＥＰ２５５）。
【０１００】
このとき、所定時間が経過したことが確認されると（Ｙｅｓ）、機器番号Ｎに対するフラ
グがリセットされる（ＳＴＥＰ２５６）。そして、機器番号ＮとなるＡＶソース機器に対
して電源ＯＦＦとするための制御信号が制御部４６で生成された後、発光部５２より赤外
線信号が送信される（ＳＴＥＰ２５７）。よって、この赤外線信号を受信した機器番号Ｎ
のＡＶソース機器の電源がＯＦＦとなる。
【０１０１】
ＳＴＥＰ２５３で機器番号Ｋが機器番号Ｎと一致するとき（Ｙｅｓ）、又は、ＳＴＥＰ２
５４でフラグがセットされていないとき（Ｎｏ）、又は、ＳＴＥＰ２５５で所定時間の経
過が確認されないとき（Ｎｏ）、又は、ＳＴＥＰ２５７での電源ＯＦＦするための制御信
号の送信動作を行ったとき、機器番号Ｎを１つ加算して設定する（ＳＴＥＰ２５８）。そ
して、新たに設定した機器番号Ｎが、４より大きいか否かが確認される（ＳＴＥＰ２５９
）。
【０１０２】
ＳＴＥＰ２５９で機器番号Ｎが４を超えなかったとき（Ｎｏ）、新たに設定した機器番号
Ｎに対して、ＳＴＥＰ２５３～ＳＴＥＰ２５８の動作を行う。又、機器番号Ｎが４を超え
るとき（Ｙｅｓ）、再び、機器番号Ｎを初期値である「１」に設定する（ＳＴＥＰ２６０
）。そして、ＳＴＥＰ２５３と同様、ＳＴＥＰ２５２で確認された機器番号ＫとＳＴＥＰ
２６０又は後述するＳＴＥＰ２６３で設定された機器番号Ｎとが一致するか比較する（Ｓ
ＴＥＰ２６１）。
【０１０３】
このとき、機器番号Ｋが機器番号Ｎと異なるとき（Ｎｏ）、機器番号ＮのＡＶソース機器
に対するフラグがセットされているか否かが確認される（ＳＴＥＰ２６２）。そして、フ
ラグがセットされているとき（Ｙｅｓ）、ＳＴＥＰ２５５に移行して、所定時間が経過し
たか否かが確認された後、このＳＴＥＰ２５５以降の動作を行う。
【０１０４】
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ＳＴＥＰ２６１で機器番号Ｋが機器番号Ｎと一致するとき（Ｙｅｓ）、又は、ＳＴＥＰ２
６２でフラグがセットされていないとき（Ｎｏ）、機器番号Ｎを１つ加算して設定する（
ＳＴＥＰ２６３）。そして、新たに設定した機器番号Ｎが、４より大きいか否かが確認さ
れる（ＳＴＥＰ２６４）。ＳＴＥＰ２６３で機器番号Ｎが４を超えなかったとき（Ｎｏ）
、新たに設定した機器番号Ｎに対して、ＳＴＥＰ２６１以降の動作を行う。又、機器番号
Ｎが４を超えるとき（Ｙｅｓ）、このタイマ動作を終了する。
【０１０５】
このようにすることで、例えば、機器番号２のＡＶソース機器５ｂのＡＶデータ信号がＡ
Ｖ入力切換部４３で選択されているとき、まず、機器番号１のＡＶソース機器５ａに対す
るフラグのセットが成されているか確認した後、セットされているときは、そのタイマよ
り所定時間経過しているか否かを確認する。そして、次に、機器番号３のＡＶソース機器
５ｃに対するフラグのセットが成されているか確認した後、セットされているときは、そ
のタイマより所定時間経過しているか否かを確認する。
【０１０６】
最後に、機器番号４のＡＶソース機器５ｄに対するフラグのセットが成されているか確認
した後、セットされているときは、そのタイマより所定時間経過しているか否かを確認す
る。このようにして動作している間に、タイマが所定時間経過しているＡＶソース機器に
対しては、そのフラグをリセットするとともに、電源ＯＦＦするための制御信号となる赤
外線信号を送信する。
【０１０７】
その後、ＡＶ入力切換部４３で選択されているＡＶデータ信号を出力するＡＶソース機器
５ｂ以外のＡＶソース機器５ａ，５ｃ，５ｄのフラグが全てリセットされているか否かが
確認され、全てリセットされていると、タイマ動作を終了する。
【０１０８】
（自動電源ＯＦＦ制御のタイマ動作の第２例）
ＡＶソース機器を所定時間経過後に自動的にＯＦＦさせるために、自動電源ＯＦＦ機能を
有している場合、この自動電源ＯＦＦ機能を有効又は無効として設定することができる。
よって、このとき、上述の第１例における図１５のフローチャートに、自動電源ＯＦＦ機
能が有効であるか否かを確認するステップを設ける必要がある。このような自動電源ＯＦ
Ｆ機能が有効であるかの確認を行うためのステップを追加した例を、図１６のフローチャ
ートに示す。
【０１０９】
図１６のフローチャートにおいて、図１５のフローチャートと同一の動作ステップについ
ては同一の符号を付して、その詳細な説明は省略する。本例では、上述の第１例と異なり
、ＳＴＥＰ２５３で機器番号Ｋと機器番号Ｎとを比較して一致しなかったとき（Ｎｏ）、
機器番号ＮのＡＶソース機器に対する自動電源ＯＦＦ機能を有効としているか否かが確認
される（ＳＴＥＰ２７１）。このとき、自動電源ＯＦＦ機能を有効としている場合は（Ｙ
ｅｓ）、フラグがセットされているか否かの確認が行われ（ＳＴＥＰ２５４）、逆に、自
動電源ＯＦＦ機能を無効としている場合は（Ｎｏ）、機器番号Ｎを１つ加算して設定する
（ＳＴＥＰ２５８）。
【０１１０】
又、同様に、ＳＴＥＰ２６１で機器番号Ｋと機器番号Ｎとを比較して一致しなかったとき
（Ｎｏ）、第１例と異なり、機器番号ＮのＡＶソース機器に対する自動電源ＯＦＦ機能を
有効としているか否かが確認される（ＳＴＥＰ２７２）。このとき、自動電源ＯＦＦ機能
を有効としている場合は（Ｙｅｓ）、フラグがセットされているか否かの確認が行われ（
ＳＴＥＰ２６２）、逆に、自動電源ＯＦＦ機能を無効としている場合は（Ｎｏ）、機器番
号Ｎを１つ加算して設定する（ＳＴＥＰ２６３）。
【０１１１】
このように、本実施形態においては、図１０のフローチャートにおけるＳＴＥＰ３５での
入力切換処理動作が行われた場合でも、所定時間が経過すると、ＡＶ入力切換部４３でＡ
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Ｖデータ信号が選択されていないＡＶソース機器に対して、ＡＶデータ送信装置２より赤
外線信号を送信して、自動的に電源ＯＦＦするように制御することができる。
【０１１２】
尚、本実施形態において、タイマによる所定時間は、ユーザーによって設定可能であるも
のとしても構わない。このようにすることで、例えば、ゆっくり視聴するＡＶソース機器
を決定している場合は、タイマによる所定時間を長く設定することができ、又、できる限
り電力消費を抑制したい場合は、タイマによる所定時間を短く設定することができるなど
、ユーザーの所望する時間に設定することができる。
【０１１３】
第１及び第２の実施形態のように、ＡＶデータ送信装置４に設けられた発光部４２を、図
３のように複数のＬＥＤを備えることによって、発光部４２から照射される赤外線の照射
範囲を広くして、広い指向性を持つものとしても構わない。しかしながら、ＡＶソース機
器に同一メーカの同一機器を複数台用いた場合、その制御コードが１組又は２組しかない
ため、このような同一機器をＡＶデータ送信装置４によって個別に制御することができな
い場合がある。よって、このような場合でも個別に制御できるような実施形態を以下に示
す。
【０１１４】
＜第３の実施形態＞
本発明の第３の実施形態について、図面を参照して説明する。図１７は、本実施形態の無
線通信システムの構成を示す外観図である。又、図１８は、本実施形態の無線通信システ
ムを構成する各装置の内部構成を示すブロック図である。尚、図１７及び図１８において
、図１及び図２の無線通信システムと同一の部分については、同一の符号を付して、その
詳細な説明は省略する。
【０１１５】
図１７の無線通信システムは、第１又は第２の実施形態と同様、ディスプレイ１と、リモ
コン２と、ＡＶデータ受信装置３ａと、ＡＶデータ送信装置４ａと、ＡＶソース機器５ａ
～５ｄとから構成される。このとき、ＡＶデータ受信装置３ａは、図１におけるＡＶデー
タ受信装置３と異なり、赤外線信号を受信する受光部３１が備えられず、ディスプレイ１
で受信された制御信号を電気信号としてディスプレイ１から与えられる。又、ＡＶデータ
送信装置４ａは、図１におけるＡＶデータ送信装置４と異なり、ＡＶソース機器５ａ～５
ｄのそれぞれに設けられた受光部５１ａ～５１ｄのそれぞれに赤外線信号を送信するため
の発光部４２ａ～４２ｄを備える。
【０１１６】
又、このような無線通信システムにおいて、図１８のように、ディスプレイ１の受光部１
２において赤外線信号が受信され、この受信された赤外線信号がＡＶデータ受信装置３ａ
の制御部３４に与えられる。又、ＡＶデータ送信装置４ａは、発光部４２ａ～４２ｄより
赤外線信号を送信するためのものを選択する発光部切換部４７を有し、この発光部切換部
４７は制御部４６によって制御される。尚、図１８において、その他の構成については、
図２の構成と同様である。又、発光部４２ａ～４２ｄは、図１９のようになる。即ち、取
り付け部１１２の上に赤外線発光素子１１１が設置されるとともに発光部切換部４７から
制御信号を与えるための信号線１１３が設けられた発光ユニットとして構成される。
【０１１７】
このように、無線通信システムが構成されるとき、各装置の動作は、ＡＶデータ送信装置
４ａがＡＶソース機器５ａ～５ｄを操作するための赤外線信号の送信動作と、リモコン２
から赤外線信号の受信動作以外は、第２の実施形態の無線通信システムと同一の動作を行
うものとする。よって、赤外線信号受信動作、ＡＶ機器操作動作、ＡＶ機器停止制御動作
、ＡＶ機器再開制御動作、及び、自動電源ＯＦＦ制御のタイマ動作における異なる点を説
明するとともに、他の同一の動作についての説明は省略する。
【０１１８】
まず、赤外線信号の受信動作について、説明する。リモコン２から赤外線信号が送信され
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ると、ディスプレイ１の受光部１２で赤外線信号が受信される。そして、ディスプレイ１
において、受信された赤外線信号が、ＴＶ電源キー、音量ＵＰキー、音量ＤＯＷＮキーな
どが操作され、ディスプレイ１を制御するための信号であるか否かが確認される。このと
き、ディスプレイ１を制御するための信号である場合、その信号に従って、ディスプレイ
の電源のＯＮ／ＯＦＦ又は音量の変更が行われる。
【０１１９】
又、ディスプレイ１で受信した赤外線信号が、ディスプレイ１を制御するための信号でな
い場合、この制御信号を電気信号に変換して、ＡＶデータ受信装置３ａに出力する。ＡＶ
データ受信装置３ａでは、ディスプレイ１より与えられた電気信号より制御信号を制御部
３４で確認し、データ通信部３５を制御して、この制御信号に基づいた無線信号を生成し
て、アンテナ３２を介して送信する。
【０１２０】
次に、ＡＶデータ送信装置４ａのＡＶ機器操作動作について、図２０のフローチャートに
従って説明する。尚、図２０のフローチャートにおいて、図９に示すフローチャートに従
って動作する。又、本実施形態では、第１の実施形態におけるＡＶ機器操作動作の第２例
と同様の動作をするものとするが、第１例と同様の動作をするものとしても構わない。
【０１２１】
第１の実施形態における第２例と同様、ＳＴＥＰ２１で入力機器番号を確認した後、ＳＴ
ＥＰ２２で、ユーザーが指示した操作コードを確認する。そして、ＳＴＥＰ２３で、この
確認した操作コードが有効であるか否かの判定を行う。このとき、有効であれば（Ｙｅｓ
）、発光部切換部４７によって、ＳＴＥＰ２１で確認された入力機器番号に応じたＡＶソ
ース機器に対して赤外線信号を送信する発光部を発光部４２ａ～４２ｄより選択する（Ｓ
ＴＥＰ２７）。
【０１２２】
そして、制御部４６で確認された制御信号が発光部切換部４７を介して、選択された発光
部に与えられ、発光部より赤外線信号が送信される（ＳＴＥＰ２４）。よって、選択され
た発光部の赤外線発光素子１１１から赤外線信号が、ＡＶソース機器の受信部で受信され
る。このとき、ＡＶソース機器の動作状態を制御部４６内のメモリなどに記録する（ＳＴ
ＥＰ２５）。
【０１２３】
又、ＳＴＥＰ２３で、操作コードが無効であると判定された場合（Ｎｏ）、無効であるこ
とを示すためのエラー信号をアンテナ４１を介して送信する（ＳＴＥＰ２６）。このよう
に、ＳＴＥＰ２５及びＳＴＥＰ２６の各動作が終了すると、ＡＶ機器操作動作を終了する
。
【０１２４】
又、ＡＶ機器停止制御動作は、図１１のフローチャートに従って行われるが、ＳＴＥＰ１
０５、ＳＴＥＰ１０８、ＳＴＥＰ１１１の動作において、図２０のフローチャートに示す
ＳＴＥＰ２７、ＳＴＥＰ２４及びＳＴＥＰ２５と同様の動作を行う。即ち、ＳＴＥＰ１０
５では、まず、ＳＴＥＰ１０１で得られた入力機器番号に応じた発光部を発光部切換部４
７で選択する。そして、ＡＶソース機器が電源ＯＦＦとなるように赤外線信号を発光部切
換部４７で選択した発光部より送信するとともに、制御部４６内のメモリなどに動作状態
が電源ＯＦＦとなったことを記録する。
【０１２５】
同様に、ＳＴＥＰ１０８においても、入力機器番号に応じた発光部を発光部切換部４７で
選択した後、ＡＶソース機器が再生動作を停止するように赤外線信号を発光部切換部４７
で選択した発光部より送信するとともに、制御部４６内のメモリなどに動作状態が停止状
態となったことを記録する。又、ＳＴＥＰ１１１においても、入力機器番号に応じた発光
部を発光部切換部４７で選択した後、ＡＶソース機器が一時停止するように赤外線信号を
発光部切換部４７で選択した発光部より送信するとともに、制御部４６内のメモリなどに
動作状態が一時停止状態となったことを記録する。
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【０１２６】
又、ＡＶ機器再開制御動作についても、図１３のフローチャートに従って行われるが、Ｓ
ＴＥＰ２０５、ＳＴＥＰ２０８、ＳＴＥＰ２１１の動作において、ＡＶ機器停止制御動作
と同様、図２０のフローチャートに示すＳＴＥＰ２７、ＳＴＥＰ２４及びＳＴＥＰ２５と
同様の動作を行う。即ち、ＳＴＥＰ２０１で得られた入力機器番号に応じた発光部を発光
部切換部４７で選択し、赤外線信号を発光部切換部４７で選択した発光部より送信すると
ともに、制御部４６内のメモリなどに動作状態を記録する。
【０１２７】
更に、自動電源ＯＦＦ制御のタイマ動作についても、図１６のフローチャートに従って行
われるが、ＳＴＥＰ２５７の動作において、ＡＶ機器停止制御動作と同様、図２０のフロ
ーチャートに示すＳＴＥＰ２７、ＳＴＥＰ２４及びＳＴＥＰ２５と同様の動作を行う。即
ち、設定された入力機器番号に応じた発光部を発光部切換部４７で選択し、赤外線信号を
発光部切換部４７で選択した発光部より送信するとともに、制御部４６内のメモリなどに
動作状態を記録する。尚、本実施形態では、第２の実施形態における自動電源ＯＦＦ制御
のタイマ動作の第２例と同様の動作をするものとしたが、第１例と同様の動作をするもの
としても構わない。
【０１２８】
尚、本実施形態において、ＡＶデータ送信装置４ａが第２の実施形態の動作を基本とした
動作を行うものとしたが、自動電源ＯＦＦ制御のタイマ動作を行わない第１の実施形態の
動作を基本とした動作を行うものとしても構わない。
【０１２９】
このように、複数のＡＶソース機器それぞれにの受光部に対して赤外線信号を直接送信す
る発光部となる発光ユニットが設けられるので、第１及び第２の実施形態と異なり、制御
するように選択されたＡＶソース機器のみに赤外線信号を送信することができる。しかし
ながら、発光部に備えられた赤外線発光素子の照射範囲は広がりを有する。
【０１３０】
そのため、図２１のように、例えば、発光部４２ａに設けられた赤外線発光素子１１１の
照射範囲内に、この発光部４２ａが制御するＡＶソース機器５ａの受光部５１ａ以外に、
ＡＶソース機器５ｂの受光部５１ｂが存在してしまうことがある。よって、ＡＶソース機
器５ａ，５ｂが同一の機器である場合、誤作動させてしまう恐れがある。よって、同一の
機器における誤作動を防ぐことができるような実施形態を以下に示す。
【０１３１】
＜第４の実施形態＞
本発明の第４の実施形態について、図面を参照して説明する。図２２は、本実施形態の無
線通信システムの構成を示す外観図である。又、本実施形態の無線通信システムを構成す
る各装置の内部構成は、第３の実施形態と同様、図１８のようになる。尚、図２２におい
て、図１７の無線通信システムと同一の部分については、同一の符号を付して、その詳細
な説明は省略する。
【０１３２】
図２２の無線通信システムは、第３の実施形態と同様、ディスプレイ１と、リモコン２と
、ＡＶデータ受信装置３ａと、ＡＶデータ送信装置４ｂと、ＡＶソース機器５ａ～５ｄと
から構成される。このとき、ＡＶデータ送信装置４ｂは、図１７におけるＡＶデータ送信
装置４ａと異なり、ＡＶソース機器５ａ～５ｄのそれぞれに設けられた受光部５１ａ～５
１ｄのそれぞれに赤外線信号を送信するための発光部４２ａ～４２ｄの代わりに、発光部
４２ｋ～４２ｎを備える。尚、図１８において、発光部４２ａ～４２ｄが発光部４２ｋ～
４２ｎに相当し、ＡＶデータ送信装置４ａがＡＶデータ送信装置４ｂに相当する。
【０１３３】
本実施形態では、発光部４２ｋ～４２ｎは、図２３のようになる。図２３に示すように、
図１９に示す取り付け部１１２の上に赤外線発光素子１１１が設置されるとともに発光部
切換部４７から制御信号を与えるための信号線１１３が設けられた発光ユニットに、更に
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、赤外線発光素子１１１からの赤外線の照射方向を絞るための遮蔽部１１４が設けられる
。即ち、発光部４２ｋ～４２ｎはそれぞれ、ＡＶソース機器５ａ～５ｄに備えられた受光
部５１ａ～５１ｄに対面する方向以外の照射を防ぐために、受光部５１ａ～５１ｄに対面
する方向以外の方向を覆うように、遮蔽部１１４が設けられる。
【０１３４】
即ち、図２２のように、発光部４２ｋにおいて、この発光部４２ｋが制御するＡＶソース
機器５ａ以外のＡＶソース機器５ｂ，５ｃ，５ｄに対して赤外線信号が照射されることが
遮蔽部１１４によって防がれる。又、同様に、発光部４２ｌにおいてはＡＶソース機器５
ａ，５ｃ，５ｄに対して、発光部４２ｍにおいてはＡＶソース機器５ａ，５ｂ，５ｄに対
して、発光部４２ｎにおいてはＡＶソース機器５ａ，５ｂ，５ｃに対して、赤外線信号が
照射されることが遮蔽部１１４によって防がれる。
【０１３５】
このように、発光部４２ｋ～４２ｎそれぞれが、ＡＶソース機器５ａ～５ｄそれぞれに備
えられた受光部５１ａ～５１ｄにのみ赤外線信号を照射するため、第３の実施形態のよう
に、同一の機器における誤作動を防ぐことができる。尚、本実施形態の無線通信システム
における各装置の動作については、第３の実施形態と同様であるため、その詳細な説明は
省略する。
【０１３６】
＜第５の実施形態＞
本発明の第５の実施形態について、図面を参照して説明する。図２４は、本実施形態の無
線通信システムの構成を示す外観図である。又、本実施形態の無線通信システムを構成す
る各装置の内部構成は、第４の実施形態と同様、図１８のようになる。尚、図２４におい
て、図２２の無線通信システムと同一の部分については、同一の符号を付して、その詳細
な説明は省略する。
【０１３７】
図２４の無線通信システムは、第４の実施形態と同様、ディスプレイ１と、リモコン２と
、ＡＶデータ受信装置３ａと、ＡＶデータ送信装置４ｃと、ＡＶソース機器５ａ～５ｄと
から構成される。このとき、ＡＶデータ送信装置４ｃは、図２２におけるＡＶデータ送信
装置４ｂと異なり、ＡＶソース機器５ａ～５ｄのそれぞれに設けられた受光部５１ａ～５
１ｄのそれぞれに赤外線信号を送信するための発光部４２ｋ～４２ｎの代わりに、発光部
４２ｐ～４２ｓを備える。尚、図１８において、発光部４２ａ～４２ｄが発光部４２ｐ～
４２ｓに相当し、ＡＶデータ送信装置４ａがＡＶデータ送信装置４ｃに相当する。
【０１３８】
本実施形態では、発光部４２ｐ～４２ｓは、図２５のようになる。即ち、取り付け部１１
２の上に赤外線の照射方向を絞るための遮蔽部１１４ａで覆われた赤外線発光素子１１１
が設置されるとともに発光部切換部４７から制御信号を与えるための信号線１１３が設け
られた発光ユニットが構成される。このとき、図２３に示す発光ユニットと同様、遮蔽部
１１４ａによって、発光部４２ｐ～４２ｓはそれぞれ、ＡＶソース機器５ａ～５ｄに備え
られた受光部５１ａ～５１ｄに対面する方向以外の照射が防がれる。
【０１３９】
更に、この遮蔽部１１４ａには、リモコン２から送信される赤外線信号を透過させるため
の赤外線通過部１１５となる領域が設けられる。この赤外線通過部１１５は、単に、遮蔽
部１１４ａの赤外線を遮蔽する材料を除去することで形成しても構わないし、赤外線を遮
蔽する材料を除去した後に、この除去した領域に赤外線を透過させることのできる材料で
覆うようにして形成しても構わない。
【０１４０】
このように構成される遮蔽部１１４ａを備えた発光部がＡＶソース機器に対して、図２６
のように設置される。図２６では、発光部４２ｓとＡＶソース機器５ｄとの設置関係を示
すもので、発光部４２ｓを代表して説明する。図２６に示すように、遮蔽部１１４ａに設
けられた赤外線通過部１１５がＡＶソース機器５ｄの受光部５１ｄと対面する位置となる
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ように、発光部４２ｓが設置される。よって、外部からＡＶソース機器５ｄに対応するリ
モコン２ａが操作されて赤外線信号が送信されるとき、この赤外線通過部１１５を赤外線
信号が通過して、受光部５１ｄで受信される。
【０１４１】
このように、発光部４２ｐ～４２ｓそれぞれが、ＡＶソース機器５ａ～５ｄそれぞれに備
えられた受光部５１ａ～５１ｄにのみ赤外線信号を照射するとともに、外部からの赤外線
信号を赤外線通過部１１５を通過させて受光部５１ａ～５１ｄに受信させることができる
。よって、赤外線通過部１１５とＡＶソース機器５ａ～５ｄの受光部５１ａ～５１ｄとを
結ぶ方向から赤外線信号を送信するように、リモコンを操作して、ＡＶソース機器５ａ～
５ｄを制御させることができる。尚、本実施形態の無線通信システムにおける各装置の動
作については、第３の実施形態と同様であるため、その詳細な説明は省略する。
【０１４２】
尚、第４の実施形態では、発光部として遮蔽部１１４を備えた発光ユニットのみを用い、
又、第５の実施形態では、発光部として遮蔽部１１４ａを備えた発光ユニットのみを用い
たが、遮蔽部１１４を備えた発光ユニットと遮蔽部１１４ａを備えた発光ユニットとを組
み合わせて用いるようにしても構わない。又、遮蔽部１１４及び遮蔽部１１４ａそれぞれ
が、一部もしくは全部が取り外しができる構造とし、赤外線信号の入射可能な領域を拡大
可能なものとしても構わない。更に、取付部１１２上の赤外線発光素子１１１の高さなど
の位置調整を行うことができるものとしても構わない。
【０１４３】
又、第３～第５の実施形態において、複数の発光部が発光動作を行い、複数のＡＶソース
機器に対して赤外線信号が送信されるようにしても構わない。即ち、例えば、図１０のフ
ローチャートにおけるＳＴＥＰ３２のＡＶ機器停止制御動作と、ＳＴＥＰ３３の入力切換
処理動作及びＳＴＥＰ３４のＡＶ機器再開制御動作とが平行して行われ、ＡＶ機器停止制
御動作によって発光動作をする発光部とＡＶ機器再開制御動作によって発光動作をする発
光部とが、ほぼ同時に動作を行うようにしても構わない。
【０１４４】
＜第６の実施形態＞
本発明の第６の実施形態について、図面を参照して説明する。図２７は、本実施形態の無
線通信システムにおけるＡＶデータ送信装置の内部構成を示すブロック図である。尚、図
２７において、図１８のＡＶデータ送信装置と同一の部分については、同一の符号を付し
て、その詳細な説明は省略する。又、ＡＶデータ受信装置の内部構成は、第３の実施形態
と同様、図１８のようになる。よって、本実施形態においては、ＡＶデータ送信装置につ
いて説明するものとして、他の装置についての詳細な説明は省略する。
【０１４５】
図２７に示すＡＶデータ送信装置４ｄは、図１８のＡＶデータ送信装置４ａと異なり、Ａ
ＶセレクタのようなＡＶ入力切換装置４３ａが外部に設けられることにより、ＡＶ入力切
換部４３が省かれるとともに、ＡＶ入力切換装置４３ａに対して制御信号となる赤外線信
号を送信する発光部４８が設けられた構成となる。この発光部４８には制御部４６より制
御信号が与えられる。尚、その他の構成については、図１８のＡＶデータ送信装置４ａと
同一である。又、ＡＶ入力切換装置４３ａは、不図示だが、赤外線信号を受信するための
受光部を備える。
【０１４６】
このようにＡＶデータ装置４ｄが構成されるとき、ＡＶソース機器５ａ～５ｄから出力さ
れるＡＶデータ信号の内より入力されるＡＶデータ信号を選択するために、ＡＶ入力切換
装置４３ａに対して、選択する入力機器番号を示す制御信号から生成された赤外線信号が
発光部４８より送信される。よって、ＡＶ入力切換装置４３ａは、発光部４８からの赤外
線信号を受信すると、この赤外線信号による入力機器番号に従って、ＡＶソース機器５ａ
～５ｄから出力されるＡＶデータ信号の内から選択したＡＶデータ信号をＡＶデータ送信
装置４ｄに送信する。
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【０１４７】
このように、本実施形態では、ＡＶソース機器からのＡＶデータ信号の入力切換を、ＡＶ
データ送信装置内で行うのでなく、外部に備えられたＡＶ入力切換装置に赤外線信号を送
信して、このＡＶ入力切換装置を制御することで行う。よって、ＡＶセレクタなどのＡＶ
入力切換装置が存在するときに流用することができるとともに、ＡＶソース機器からのＡ
Ｖデータ信号の入力切換ＡＶデータ送信装置を小型化することができる。
【０１４８】
尚、ＡＶ入力切換装置に対して赤外線信号を送信するための専用の発光部を設けるように
したが、第１又は第２の実施形態と同様に、各ＡＶソース機器に対して赤外線信号を送信
するための発光部を、ＡＶ入力切換装置に対して赤外線信号を送信するためのものとして
利用するようにしても構わない。又、ＡＶ入力切換装置についても赤外線信号などを用い
た無線通信にて制御信号を送信するようにしたが、ケーブルなどで接続して有線通信にて
制御信号を送信するようにしても構わない。
【０１４９】
＜第７の実施形態＞
本発明の第７の実施形態について、図面を参照して説明する。図２８は、本実施形態の無
線通信システムをにおけるＡＶデータ送信装置の内部構成を示すブロック図である。尚、
図２８において、図１８のＡＶデータ送信装置と同一の部分については、同一の符号を付
して、その詳細な説明は省略する。又、ＡＶデータ受信装置の内部構成は、第３の実施形
態と同様、図１８のようになる。よって、本実施形態においては、ＡＶデータ送信装置に
ついて説明するものとして、他の装置についての詳細な説明は省略する。
【０１５０】
図２８に示すＡＶデータ送信装置４ｅは、図１８のＡＶデータ送信装置４ａにＡＶソース
機器５ａ～５ｄの電源制御を行うための電源制御部４９が付加された構成となる。尚、そ
の他の構成については、図１８のＡＶデータ送信装置４ａと同一である。このＡＶデータ
装置４ｅは、ＡＶ機器停止制御動作において電源ＯＦＦを行う場合、又は、ＡＶ機器再開
制御動作において電源ＯＮを行う場合、又は、自動電源ＯＦＦ制御のタイマ動作において
電源ＯＦＦを行う場合、制御部４６によって電源制御部４９を制御して、選択したＡＶソ
ース機器のＡＣ電源をＯＮ／ＯＦＦ制御する。
【０１５１】
このように、本実施形態では、ＡＣ電源を制御することができるので、ＡＶソース機器の
電源を完全にＯＦＦとすることが可能である。よって、待機電力を最小限に抑制した無線
通信システムを構築することができる。
【０１５２】
尚、本実施形態において、発光部をＡＶソース機器それぞれに対して設けたＡＶデータ装
置としたが、第１又は第２の実施形態のように、１つの発光部のみを設け、複数のＡＶソ
ース機器に赤外線信号を送信することのできるＡＶデータ送信装置としても構わない。又
、本実施形態において、第６の実施形態のように、外部に設けられたＡＶ入力切換装置に
対して赤外線信号を送信するようなＡＶデータ送信装置としても構わない。更に、第６及
び第７の実施形態において、発光部４ａ～４ｄの代わりに、第４の実施形態で用いた発光
部４ｋ～４ｎ又は第５の実施形態で用いた発光部４ｐ～４ｓとしても構わない。
【０１５３】
【発明の効果】
本発明によると、広い指向性を有する発光部又は複数の発光部を備えることによって、複
数のＡＶソース機器に対して、赤外線信号を照射することができるため、複数のＡＶソー
ス機器を安定して制御することができる。又、複数の発光部を備える際、遮蔽部などを設
けて、単一のＡＶソース機器にのみ赤外線信号の照射が可能なものとすることで、動作さ
せたいＡＶソース機器のみに赤外線信号を送信することができ、他のＡＶソース機器を誤
操作することを防ぐことができる。又、遮蔽部に赤外線通過領域を設けることによって、
ＡＶデータ送信装置の発光部以外の外部から、リモートコントローラなどの操作装置を用
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いて赤外線信号を送信して、ＡＶソース機器の制御を行うことができる。
【０１５４】
又、入力選択が解除されたＡＶソース機器の電源をＯＦＦするか、又は、その再生動作を
停止させることができるので、入力選択が解除された時点で再生動作を行っているＡＶソ
ース機器の再生動作を停止される。又、このとき、更に、入力選択が成されたＡＶソース
機器の再生動作を再開できるので、入力選択がなされたとき、入力選択が解除された直後
の部分から再生を行うことができる。
【０１５５】
又、前記ＡＶソース機器の入力選択に連動して、該入力選択が解除された前記ＡＶソース
機器の電源を自動的にＯＦＦするための機能、又は、該入力選択が成された前記ＡＶソー
ス機器の自動的にＯＮするための機能について、有効にするか否かの選択ができる。よっ
て、例えば、電源ＯＮにした後、立ち上がりの遅いＡＶソース機器においてはこの機能を
無効とすることができ、再生動作を再開するときの待機時間を短縮することができる。又
、この機能を有効としたときは、動作させない待機状態のときに電源ＯＦＦとされるため
、消費電力を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の無線通信システムの構成の一例を示す外観図。
【図２】本発明の無線通信システムを構成する各装置の内部構成の一例を示すブロック図
。
【図３】発光部の構成を示すための図。
【図４】図１の無線通信システムにおけるＡＶデータ送信装置の発光部の照射範囲を示す
図。
【図５】リモコン機能表の例。
【図６】ＡＶデータ受信装置の制御信号の処理動作を示すフローチャート。
【図７】ＡＶデータ送信装置の制御信号の処理動作を示すフローチャート。
【図８】図１の無線通信システムにおけるＡＶデータ送信装置のＡＶ機器操作動作の一例
を示すフローチャート。
【図９】図１のＡＶデータ送信装置のＡＶ機器操作動作の一例を示すフローチャート。
【図１０】入力切換動作の一例を示すフローチャート。
【図１１】ＡＶ機器停止制御動作を示すフローチャート。
【図１２】入力切換処理動作の一例を示すフローチャート。
【図１３】ＡＶ機器再開制御動作を示すフローチャート。
【図１４】入力切換処理動作の一例を示すフローチャート。
【図１５】自動電源ＯＦＦ制御のタイマ動作の一例を示すフローチャート。
【図１６】自動電源ＯＦＦ制御のタイマ動作の一例を示すフローチャート。
【図１７】第３の実施形態の無線通信システムの構成の一例を示す外観図。
【図１８】本発明の無線通信システムを構成する各装置の内部構成の一例を示すブロック
図。
【図１９】図１７の無線通信システムにおけるＡＶデータ送信装置の発光部の構成の一例
を示す外観図。
【図２０】図１７の無線通信システムにおけるＡＶデータ送信装置のＡＶ機器操作動作の
一例を示すフローチャート。
【図２１】図１７の無線通信システムにおけるＡＶデータ送信装置の発光部の照射範囲を
示す図。
【図２２】第４の実施形態の無線通信システムの構成の一例を示す外観図。
【図２３】図２２の無線通信システムにおけるＡＶデータ送信装置の発光部の構成の一例
を示す外観図。
【図２４】第５の実施形態の無線通信システムの構成の一例を示す外観図。
【図２５】図２４の無線通信システムにおけるＡＶデータ送信装置の発光部の構成の一例
を示す外観図。
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【図２６】図２４の無線通信システムにおけるＡＶデータ送信装置発光部とＡＶソース機
器との設置関係を示す外観図。
【図２７】第６の実施形態の無線通信システムを構成する各装置の内部構成の一例を示す
ブロック図。
【図２８】第７の実施形態の無線通信システムを構成する各装置の内部構成の一例を示す
ブロック図。
【図２９】従来の無線通信システムの構成の一例を示す外観図。
【図３０】図２９の無線通信システムにおけるＡＶデータ送信装置の発光部の照射範囲を
示す図。
【図３１】図２９の無線通信システムにおけるＡＶデータ送信装置の発光部の照射範囲を
示す図。
【符号の説明】
１　　ディスプレイ
２　　リモートコントローラ
３　　ＡＶデータ受信装置
４　　ＡＶデータ送信装置
５ａ～５ｄ　　ＡＶソース機器
１１　　ケーブル
３１　　受光部
３２　　アンテナ
３３　　ＡＶデータ受信部
３４　　制御部
３５　　データ通信部
４１　　アンテナ
４２　　受光部
４３　　ＡＶ入力切換部
４４　　ＡＶデータ送信部
４５　　データ通信部
４６　　制御部
５１ａ～５１ｄ　　受光部
５２ａ～５２ｄ　　ケーブル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】
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